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地
制
制
度
は
徳
川
時
代
に
削
合
に
脱
〈
各
地
に
虹
っ
て
行
は
れ
た
悦
行
で
ゐ
つ

t
、
土
地
を
一
定
期
間
仰
に
趨

常
に
分
制

L
て
村
民
に
北
(
各
v品
分
官
制
hf
蛍
て
、
叫
長
年
限
の
京
市
る
毎
に
全
部
内
制
待
を
な
す
も
の
で
ゐ
る
o

悦
行
が
武
行
せ
ら
れ
た
地
方
は
、
今
迄
に
知
ら
れ
て
腐
る
範
凶
で
は
加
賀
・
能
諜
・
越
前
・
越
中
・
越
後
・
厄
川
町
・
日
附
・

円
山
代
・
土
佐
・
盟
後
・
肥
前
・
川
向
・
隣
府
・
貸
岐
・
謝
一
向
・
州
制
等
で
め
っ
て
、
信
織
に
於
て
こ
の
慣
行
ゐ
り
!
こ
古
は

末

r聞
き
及
ば
、
さ
り

L
彪
で
ゐ
る
c

地
削
の
慣
行
は
各
地
の
劫
M
M
に
よ
り
、
そ

ω形
式
方
法
等
を
即
時
に
す
る
の
み
な
ら
争
後
生
の
原
悶
及
び
存
在
の

時
期
等
も
必
中

L
も
一
定

L
て
居
な
い
c

然
し
明
治
五
年
入
月
船
日
に
は
『
不
定
地
年
季
を
定
め
割
替
致

L
来
候

明
、
一
点
ゆ
み
「
ぷ
tc

州
、 作ι 汀 ω

U) 
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向
は
向
後
持
主
相
定
可
巾
立
事
」

と
の
大
蔵
省

ω布
法
も
ゐ
り
、

大
抵
は
明
治
の
初
年
地
租
改
正
の
頃
ま
で
に
厳

但
lL
仙
川
細
販
は
明
治
一
一
十
二
年
三
月
法
性
第
五
十
九
抗
沖
細
腺
土
地
一
相
理
法
士
以
て
、
土

地
所
布
維
を
確
定
す
る
仁
王
る
ま
で
、
北
百
(
地
対
布
山
地
割
制
度
が
存
絞
せ
し
も
の
で
あ
う
花
。
然
る
に
長
野
腕
下

絶

L
に
も

ωで
あ
る
心

に
お
り
る
地
制
制
度
は
A
Y
旧
叫
に
賀
行
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
彪
に
係
る
o
噌

】

ω鮎
に
於
て
も
亦
興
味
ゐ
る
端
賞
ご
い
ー
は

な
け
れ
ば
な
ら
両
。

弘
は
四
月
の
小
旬
、

同
地
方
に
赴

ν
て、

本
制
度
の
沿
革
現
朕
等
を
制
資
せ
ん
芭
し
た
る
も
、

滞
情
日
数
極
め

ー
、

マ
一
角
〈

且
つ
史
料

ω蒐
集
甚
ピ
乏
し
く
、

所
期
の
日
的
を
達
す
る
こ
己
を
符
5
h
し
も
の
で
あ
る
が

そ
の
際

仁
お
け
る
多
少
の
見
聞
を
録

L
Jし
他
け
り
研
究
に
資
L
た
い
己
忠
ふ

Q

町死

説

現
じ
地
割
の
桁
は
れ

τ居
る
地
方
は
千
山
川
犀
川
の
合
流
地
貼
附
近
、
卸
も
善
光
寺
川

Tω
南
東
部
で
あ
る
。
殊

に
上
高
井
郡
川
旧
村
に
は
-
』
の
慣
行
が
現
存

L
て
居
る
o

元
来
地
訓
制
度

ω行
は
る
、
に
至
っ
た
原
因
は
、

そ
れ
が
古
田
に
行
は
れ
た
場
合
は
・
組
税
負
踏
を
均
等
に
し

そ
れ
が
新
田
に
行
は
る
、

場
合
は
、
共
同
附
裂
又
は
水
害
等

ω場
合
に
損
A

掃
を
平
等
な
ら
し
む
る
た
め
で
ゐ
っ
た
。
然
ら
ば
長
野
師
側
下
に
お

て

m州
の
疏
腐
を
避
け
、
水
害
等
の
忠
め
る
場
合
は
い
損
舗
を
均
分
す
る
に
め
で
ゐ
h
、

i止

苑

公
邸
蝦
下
に
於
け
る
地
剖
山
間
行

第
二
十
二
番

(
品
六
椀
一
凹
一
)
一
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長
野
肱
下
に
於
け
る
地
制
的
制
打

第
二
十
二
巻

(
第
六
脱
一
円
一
一
」

〈コ

げ
る
地
制
制
度
の
油
国
は
如
何
ご
い
V
4
に、

古
来
千
山
川
は
一
成
々
汎
植
し
て
沿
半
の
地
を
流
し

或
は
之
に
反
L

て
新
地
を
生
じ
、
或
は
こ
れ
が
た
め
に
良
土
は
流
、
h
H

』
れ
工
荒
地
が
出
来
、
或
は
従
来
の
川
原
に
諜
士
が
碕
3
る
、

等
、
要
す
る
に
川
道
の
越
沼
の
た
め
に
土
地
が
削
減
[
、

地
味
り
穣
じ
た
，
』
己
が
少
(
は
な
か
っ
た
。

而
L
て
提

防
な
ど
を
修
築
す
る
場
合
に
は
多
〈
は
本
山
高
持

ωも
の
が
そ
の
負
終
を
引
受
け

L
等
の
陶
係

T
h
こ
う
司
H
4
F

1

1

i

乙

y

j

の
新
地
も
ま
た
此
等
の
本
田
所
有
者
に
よ
っ

τ占
合
判
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

↑
地
の
附
削
減
、
地
味
強
化
の
危

険
あ
る
が
た
め
、

一
定
年
限
侮
に
土
地
を
制
れ
凡

HA--、
そ
の
利
h
r
H

を
ョ
ゅ
よ
る

-
-
E
J
ご

I

3
4
-
1
3
F
d
l

ョ，
f
如
(
で
あ
る
c

却
も
古

mに
行
は
れ
た
も

ω
で
は
な
く
し
て
、

ー
耕
地
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
b
、
多
C
は
損
益
均
分

ω趣
旨
か
ら
畑
地
っ
た

も
り
、
知
(
で
ゐ
る
o

註

川
川
村
大
半
午
山
内
一
部
分
ど
は

伊
惣
太
、
外
八
名
山
花
ポ
文
化
五
午
よ
り

l
ケロド

'Uυ
市

1
4
h

イ

4
i
L
L
Z
H
t
C
4
3
n向
川
原

A
北
山
何
胤
山
荒
川
岨

部
内
ば
か
り
を
附
盗
し
、
何
年
概
十
五
依
づ
訟
を
%
加
制
と

L
て
面
持
同
姓
へ
納
め
た
ゃ
う
て
あ
る
が
こ
山
北
阿
川
凱
者
が
そ
山
地
を
削
持
へ

し
ゃ
百
や
は
叫
か
て
な
い
o

寸
ム
ソ
ル
?
の
年
季
明
け
山
後
、
一
史
に
五
ケ
何
干
の
延
期
王
仰
山
て
た
が
、
同

4
I
M
F
I
F
f

が
制
作
の
ド
出
こ

I

一昨十

o
z
jこ
れ
を
認
め
ず
、
恰
ー
も
他
の
上
地

j
u
小川叶

L
て
問
た
た
め
、
と
の
同
制
民
地
を
も
-
般
訓
替
地
に
制
入
し
同
機
白
方
法
て
訓
話
へ
た
と
い
ふ
こ
と
-
日

f
k

あ
る
。
山
必
概
此

」

O
共
同
問
裂
が
也
佐
に
地
制
。
起
凶
を
た
せ
る
叩
一
行
や
は
、
印
刷
出
者
間
白
土
地
利
川
方
叫
が
明
か
ど
な
い
か
ら
、
州
総
た
る
山
定
を
な
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
後
に
北
何
附
酎
盟
主
よ
り
収
上
げ
て
、
山
、
J

士

一

血

主

4
・一j
と
何
様
に
制
替
へ
た
こ
と
泊
、

:
:
ゐ
ル
ド
九
れ
は
、
山
平
ろ
世
に
小
作
脚
川
伊
の
相
皮
に
止

ま
る
削
〈
に
者
へ
ら
れ
る
o
他
日
の
考
誼
を
付
っ
。

そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
か
で
は
な
い
が
、

川
田
村
の
地
制
慣
行
止
d
u

t
&
J
H
f
l
超

μ
る
も
の
、
如
〈
で
あ
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徳
川
昨
代
に
は
雌
i

る
o

千
山
川
は
明
治
以
後
一
い
は
刈
道

ω
大
な
る
越
化
を
見
5
る
に
至

b

L
如
く
で
あ
る
が
、

河
道
に
越
化
を
生
じ

H

前
逃

ω土
地
問
削
減
の
4
w
M
も
槌
h
、

内
々
の
頃
般
に
地

殊
に
安
永
年
間
に
は
時
々
汎
磁
し
、

割
制
度
は
行
は
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

否
、
大
山
ナ
牛
島
に
附
す
る
文
書
に
よ
れ
ば
阪
に
明
和
の
頃
に
此
制
度

ω行

は
れ
居
た
り
し
噂
」
ど
が
明
か
で
あ
る
。

信
)
川
川
村
大
半
午
出
に
制
す
る
火
古
の
巾
に
三
何
制
地
。
出
所
(
中
時
)
保
内
外
川
欠
け
八
件
胤
川
本
制
批
制
九
時
雌
名
ゐ
之
、
地
出
紛
乱
鵬
且
柚
メ

欣
、
古
縮
刷
而
穿
削
担
行
供
島
、
孤
立
偽
右
御
門
方
に
山
叶
加

mvmW4伊
川

r
r炉
昨
恥
の
之
、
川
上
川
ー
本
版
川
政
に
て
見
定
品
、
出
山
川
山
人
川
北
川
什
臨

一
柑
川
市
hrhvhr
仲
小
山
内
抗
兎
白
地
所
(
下
時
)
』
と
あ
る
に
よ
リ
刷
利
年
中
叫
に
地
剖

ω
引
は
れ
附

り
合
小
剛
山
者
北

-
M，x
合
判
此
め
供
心
晶
、

Y
り
し
こ
と
を
知
る
こ
と
か

m来
る
。

こ
の
地
制
制
度
に
帆
到
し

τは
柄
に
定
ま
れ
る
名
抑
制
以
な
き
如
く
で
ゐ
る
が
、
搬
し

τ
一
般
に
は
「
制
替
」
ピ
稿

[
、
性

τは
五
年
者
〈
は
七
年
勾
仁
訓
替
へ
、

そ
の
牧
十
年
、
五
〈
凶
十
二
年
ピ
い
ふ
如
〈
長
期
の
期
限
を
採
る

ニ
己
、
な
h
、
ム
ー
は
多

f
は
十
二
年
の
期
限
が
行
は
れ
て
居
る
如
く
で
あ
る
o

土
地
は
す
べ
て
州
地
で
ゐ
っ
て
、

(
一
山
川
町
)

が
誕
仁

大
部
分
は
桑
畑
で
あ
る
が
野
菜
畑
も
な
い
で
は
な
い
。

司

-ω
畑
地
内
削
り
常
て
を
受
け
た
者

之
k
小
作
に
付
す
る
場
合
も
あ
る
が
、

こ
の
場
合
に
は
多
く
は
訓
替
年
限
を
考
慮
に
入
札
て
小
作
契
約
が
作
ら

れ
、
地
主
さ
小
作
人
己
の
聞
に
一
定
の
側
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
〈
、
そ
の
時
々
の
燦
件
に
応
じ

τ小
作
附
係
が

定
ま
る
も

ω
で
あ
る
か
ら
、
小
作
人
以
土
地
に
附
脱
す
る
か
、
地
主
に
附
一
脱
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
制
批
日
毎
に
新

説

~ 

長
野
肱
下
に
於
け
る
地
割
山
備
行

第
二
十
二
を

(
第
六
日
臨

一
四
三
)
一

O
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三
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l
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l必

H包

民
野
市
畑

F
に
於
げ
る
地
剖
白
御
行

(弟
h

一八腕

第
二
十
二
審

一
回
阿
)
一

O
二
四

L
き
地
主
eT
辿
ふ
る
か
、
能
地
主
に
附
崩
し
て
小
作
人
が
新
し
き
地
に
嶋
十
る
か
等
の
問
題
を
生

ιな
い
ω

削仙川
H
の
軍
位
は
一
定
し
て
ゐ
な
い
が
、
多
(
の
場
合
に
は
、
甲
乙

ω差
等
ゐ
る
土
地
を
通
貨
に
組
合
せ
て
一
戸

ω付
分
を
定
め
る
o

而
L
て
倒
替
の
総
帥
中
に
は
本
国
畑
の
一
口
同
に
肱
じ
て
品
川
制
す
る
「
高
削
』

ε、
部
落
的
戸
数
に
聴

つ
島
わ
り

じ
て
分
配
す
る
「
面
制
」
己
が
あ
る
o

何
れ
に
す
る
も
以
前
は
持
分
の
宙
月
比
を
認
め
す
、
又
面
制

ω場
合
に
て
も
新

立

ω
戸
が
分
耐
に
預
る
こ
ど
eT
得
ゴ
り
し
知
く
で
あ
る
か
ら
、
制
替
を
受
(
る
椛
利
者
は
由
時
め
一
定
し
て
居
た
の

こ
れ
を
均
分
す
る
の
'
芸
識
は
決
し
て
貰
か
れ

τ居
た
も

で
ゐ
る
。
従
っ
て
上
地
は
部
落
民
会
憾
の
共
有
仁

L
て、

の
で
は
な
い
が
、
注
頃
は
真
に
持
分
の
扇
町
民
を
認
め
イ
一
居
る
か
ら
上
地
的
粂
併
は
勿
論
行
は
れ
得
る
闘
係
に
在
つ

て
、
上
地
均
分
の
主
義
よ
り
は
盆
々
遠
ざ
か
り
つ
、
ゐ
る
。

上
越
の
如
〈
訓
話
仁
H
H

一
代
止
の
年
限
が
ゐ
る
か
ら
、

そ
の
年
限
に
近
づ
〈
に
従
ひ
地
主
は
十
分
な
る
手
入
れ
を

な
さ
中
、

肥
料
を
施
3

V
る
の
弊
害
は
W
H
際
に
行
れ
て
局
zu
如
〈
で
あ
る
o

ゐ
る
古
老

ω談
に
は
日
下
行
は
れ
つ

?
の
る
何
川
修
築

ω工
事
が
完
成
せ

L
陛
に
い
制
持
を
成
此
川
じ
ん
ピ
す
る
議
ゐ
ー
り
正
の
一
』
ピ
で
ゐ
る
が
、
維
新
後

大
な
る
川
遊
の
縫
遜
も
な
く
、
ま
た
河
川
修
築

ωた
め
に
水
害
や
腿
防
倣
擦
の
由
民
が
な
く
な
れ
ば
、
元
来
地
制
制

昨
民
を
行
ふ
に
歪
り
[
原
闘
も
消
滅
す
る
わ
け
で
ゐ

h
、
且
以
上
山
知
き
掠
奪
耕
作
の
弊
害
が
心
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
勢
ひ
こ
の
制
度
底
止
の
機
漣
営
促
進
す
る
に
至
る
ヤ
き
こ
ご
は
必
中

L
も
不
思
議
で
は
な
い
。

以
上
は
川
岡
村
に
お
け
る
地
割
慣
行
に
つ

ν
て
の
大
慨
を
述
べ
た
も
り
で
わ
る
が
、
同
じ
川
田
村
で
も
大
字
小

1"張藩の場合は，j、作人はJ也記に附属し従ーって山I替 の 場 合tこはそ{I.)J..:l也を輔 r
るも白てある(奥田端、 i<<}([民滞におけるJ血削l/iij底、組消論議ト凹巻 批 lu8

頁)

捕者、近m農村~II題史論208 1'，(

4) 

o) 



字
に
よ
っ
て
輔
々
越
を
異
に
す
る
黙
が
少
〈
な
い
か
ら
、
以
下
少
(
し
其
等
の
軌
を
遁
ぺ
て
昆

HU--r
思
ム
。

町
川
田
に
お
け
る
地
割
の
慣
行

川
川
村
の
う
ち
大
学
町
川
田
で
地
割
制
度
り
行
は
れ
℃
ゐ
る
面
積
は
三
十
四
町
二
反
歩
E
あ
っ
て
、

'a
る

ま

ち

か

み

を

と

し

λ
で
A
き
た

乙
・
丙
・

r・
成
・
古
町
上
及
び
外
新
田
北
の
各
小
字
に
分
つ
o

削
替
の
概
山
中
は

之
を
甲
・

(
イ
)
小
字
甲
及
び
乙
で
は
高
割
の
方
法
に
よ
っ
て
居
る
が
、

ニ
の
耐
地
に
つ
い

τは
町
川
凶
の
も
の
、
み
な
ら

す
、
隣
村
傾
巴
米

ωも
の
も
制
替
を
受
け
て
居
る
の
で
あ
っ

τ、
叩
で
は
町
川
凹
六
分
、
傾
家
四
分
、
乙
で
は

町
川
凶
八
分
、
傾
家
二
分
り
割
合
で
土
地
を
占
め

τ居
る
。

(

υ

)

小
字
丙
及
び
丁
で
は
附
測
の
方
法
が
訂
は
れ
、
各
戸
平
等
に
、
岡
地
め
凹
畝
E
丁
地
的
一
二
畝
十
歩
ご
を
組

合
ゼ
て
一
軒
前
の
面
積
(
刊
州
)
ご
し

τ居
る
o

(
こ
小
山
T
成
は
守
t
松
代
務
一
件
津
城
主
奥
田
侠
が
千
山
川
の
川
持
論
を
行
ふ
に
常
h
、
附
屯
の
山
よ
h
石
を
運

ば
し
め
た
る
報
酬
ご
し

τ、
そ
れ
に
従
事
せ
し
者
入
十
八
戸
に
こ
の
地
を
授
り
、
こ
れ
を
平
等
仁
剖
替
し
め

た
ピ
稀
せ
ら
る
、
地
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
一
軒
前
の
而
簡
は
三
畝
十
歩
正
二
十
五
歩
(
叫
一
位
)

Z
を
組
合

せ
允
も
の

Z
な
丹
て
居
る
o

( 

E主
) 

布
由
川
M
U
請
が
何
年
の
山
巾
州
事
て
あ
る
か
明
か
て
な
い
Y

出
、
主
政
λ
年
に
佐
久
間
ぷ
山
山
先
一
酬
が
官

L
て
千
山
川
護
捉

ω
工
を
旭

L
十
年

苑

r
堕
ト
之
守
す
る
血
1
a
J
貰

f

tH3川
相

l
t
o
t
a
l
'
告

グ

訓

U
4
4

部
ご
十
二
を

(部
J

ハ
蹴
一
凹
五
)
一

fL
ニ
ホ

説

IF--? 



詑

~ti 

長
野
麟
下
に
於
け
る
地
制
白
幽
行

第
二
十
二
審

(
M
m
-
ハ
観
一
四
六
)

に
至
っ
て
峻
工
し
た
る
事
貨
が
あ
る
か
ら
、
或
は
共
際
の
山
車
事
に
あ
ら
ず
や
考
へ

ιれ
る
日

O 

，、

…¥'¥，1.A'<'f川崎"

?
一
)
小
山
T
古
町
上
ぜ
外
新
国
北
正
は
共
に
高
制
の
方
法
に
よ
っ
て
居
る
o

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

明
治
八
年
地
視
改
正
以
前
は
寅
買
を
認
め
十
、
面
制
も
明
治
八
年
地
租
改
正
の
ど
き
の
戸
数
に
よ
っ

τ権
利
者

什
却
後
由
良
質
を
認
む
る
こ
ご
、
な
っ
た
か
ら
、

右
に
所
調

一
軒
前
の
面
積
も
た
い
在
来

1 バヨ件 、 ，.ß' 机'，~. 白山首f背 れ 可 ゲ 子 、、"，，，，-

の
標
準
的
の
車
位
を
一
不
す
の
み
で
あ
っ
て
、
質
際
は
夏
に
多
一
〈
を
占
ム
旬
、
す

の
も
あ
h
J
然
ら
古
る
も
の
も
あ
っ

τ、
各
戸
が
質
際
に
占
有
せ
る
面
積
は
、
高
制
面
倒
手
も
に
回
辿
れ
る
り
み
な
ら
が
，
、

分
配
に
奥
る
ぺ
き
機
利
岩
の

数
も
以
前
ご
は
大
に
遜
じ
、

明
治
八
年
に
は
純
利
者
の
放
は
す
ぺ
て
百
二
十
九
戸
で
あ
っ
た
が
、
今
は
約
百
五
十

戸
に
及
ん
で
居
る
ピ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
尤
、
そ
の
中
戊
地
は
も
正
八
十
入
商
郎
も
八
十
人
戸
に
剣
賞
た
も
の
で

あ
る
が
、

A
1
は
四
十
数
戸
ご
な
っ
て
居
る
o

制
替
の
年
阪
は
前
越
の
如
く
大
抵
十
二
年
で
ゐ
九
炉
、

で
は
な

ν
。
現
に
小
字
甲
は
来
年
制
替
ご
な
す
べ
き
も

ωで
あ
る
が
・

各
小
字
に
つ

ντ
毛
の
時
期
が
同
時
に
到
来
す
る
わ
け

疋
十
二
年
に
割
替
、

都
合
で
延
期
す
る
守
』
己
、
な
h
、
る
は
大

象山全集、ょを 6頁

丁
は
今
年
秋
割
替
ふ
る
こ
ど
、
な
っ
て
居
る
。

制
替
を
行
ム
に
は
部
落
の
総
代
が
制
替
貨
行
の
た
め
必
要
な
る
諸
係
員
を
定
め
、

も
の
で
あ
る
。

土
地
の
組
合
せ
を
決
す
る
に
は
先
づ
土
地
の
等
級
を
改
定
し
、

紙
撚
を
作
っ
て
抽
畿
を
な
す

の
割
合
、

二
等
地
の
割
合
、

然
る
後
納
反
別
に
桝
到
す
る
一
等
地

頁
仁
=
一
等
地
あ
る
場
合
は
そ
の
割
合
を
定
め
、

所
有
反
別
に
臆
じ
て
各
等
地
に
つ
い

1) 



O 
内三

て
各
自
の
受
(
べ
き
而
磁
を
確
定
し
、
然
る
後
一
等
地
二
等
地
三
等
地
に
つ
き
順
々
に
抽
枕
離
し
て
そ
の
位
践
を
決

め
る
も
の
で
あ
る
c

そ
の
組
合
せ
の
一
例
を
示
3
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

内
一
等
地
一

o、0
0
0川
町

抽
時
反
別
に
劃
す
る

各
轄
地
。
制
九
日

二
分
の
一

三
二

O
均
配
布
す
る

者
自
受
(
べ
き
地
柑

拙

区

別

ニ

O
、0
0
0
珂

等
地

五、

U
O
O苅

日
喝
、

3

、J

E
会
。

E
F
#
 

~' 
地

五
、
り

0
0岬

山
分
山

五
五
坪

而
し
一
1
w
』
れ
等
り
制
替
に
要
す
る
費
用
は
削
径
を
受
〈
る
者
が
負
携
す
る
o

ニ
、
ド
註
志
す
べ
き
-
」
古
は
土
地
坐
帳
で
は
町
川
凶
の
地
割
地
域
の
土
地
は
、
何
れ
も
小
分
さ
れ

τ倒
人
名
義

の
所
有
地
ご
な
っ

τ居
る
ニ
ピ
是
れ
で
あ
一
る
o

而
し
て
所
有
権
移
鱒

ω記
入
さ
れ
て
居
る
場
合
も
ゐ
る
が
、
是
れ

は
相
総
務
〈
は
資
民
に
よ
る
場
合
で
ゐ
っ
て
、
地
制
印
ち
耕
作
地
の
同
盟
換
に
基
〈
所
有
地
の
漣
夏
に
つ
い
て
は
何

等
の
記
載
も
な
い
o

放
に
表
面
は
例
入
所
有
地
ご
な
っ
て
溜
る
が
、
事
質
内
面
に
於
J
L
は
村
民
は
共
街
地
正
し
て

取
扱
ひ
、
土
地
の
訓
替
を
や
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
壬
れ
で
地
租
納
付
の
如
、
ョ
は
勿
論
土
地
蚕
帳
上
の
所
有
名
義

者
が
そ
の
名
義
上
の
所
有
地
に
つ
い
て
の
地
租
を
各
自
納
付
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
部
落
で
は
毎
年
別
仁
平
均
地

租
を
算
出
し
て
各
自
の
過
不
及
を
趨
常
に
蝋
梅
し
て
居
る
ご
レ
ふ
-
}
ぜ
で
あ
る
o

説

事H

長
野
跡
下

ι於
け
る
地
割
の
航
行

部
二
十
二
巷

(
第
六
都
一
四

ι)
一
O
二
七

H
H
 

nuvト

牛
島
に
お
け
る
地
割
の
慣
行



結

~" 
長
野
版
下
広
於
け
る
地
別
山
慣
行

治
二
十
二
番

(
第
六
鵠
一
凶
八
)
」
ワ
ニ
入

大
字
牛
島
に
お
け
る
地
制
慣
行
地
は
土
地
安
帳
に
よ
れ
ば
畑
六

O
町
人
反
五
畝
、

以
野
二
九
町
七
U
A
三
畝
で
ゐ

る
が
、
資
際
に
於
て
訓
替
の
行
は
れ
て
ゐ
る
地

μ
十
五
十
品
坪
位
、
百
二
十
六
七
戸
で
ゐ
る
己
い
ふ
o

も
ご
は
資
質

を
禁
じ

τ居
た
が
、
今
は
寅
m
H
を
誌
め
て
居
る
ニ
ピ
は
前
越
の
如
〈
で
あ
る
。
而

Lτ
町
川
凶
の
地
が
土
地
盈
帳

に
個
人
名
義
正
な
れ
る
に
反
し
・
常
地
の
パ
げ
は
部
落
有
印
も
牛
島
悩
の
共
有
地
ご
な
っ

τ居
る
。

牛
島
の
内
小
宇
中
川
町
刷
、

村
北
沖
は
共
に
高
測
で
ゐ
る
が
、

小
学
北
向
川
原
及
西
向
川
原
は
高
剖
吉
一
印
割
Z
が

並
び
行
は
れ
て
居
る
。

ニ
山
後
者
に
つ
い
て
は
古
来
高
削
耐
訓
り
四
ず
が
あ
り
、
製
争
関
係
の
文
書
を
見
る
こ

Z
が

出
来
た
か
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
大
般
の
沿
革
を
逃
ぺ
て
見
た

ν
ピ
思
ふ
o

寺内

天
保
三
年
り
文
書
に
よ
れ
ば
こ
の
地
方
は
「
往
古
よ
り
安
氷
年
中
迄
御
百
姓
こ
十
軒
前
へ
相
掛
f
御
役
等
も
相

勤
北
地
割
合
も
布
軒
前
じ
削
取
似
山
出
、
山
古
水
年
中
仁
王
り
軒
制
雄
総
-
一
付
、
高
端
一
両
割
引
山
川
旨
宿
二
十
三
軒
的
人

らず

別
へ
新
聞
代
金
一
軒
前
金
九
一
則
宛
正
金
百
七
十
六
市
川
惣
本
間
へ
掛
り
金
子
制
迷
差
山
[
高
削
に
相
級
中
候
」
正
ゐ

っ
て
、
佐
て
は
而
制
で
あ
っ
た

ωが
安
、
水
年
巾
に
二
十
二
軒
の
者
の
古
川
削
ご
し
た
。
然
る
に
安
永
五
年
四
月
の
文

古
に
よ
れ
ば
、
阪
に
早
〈
不
平
が
起
h
、
新
田
は
村
山
a

の
者
全
館
の
高
削
ご
し
二
十

軒
の
者
が
利
目
維
を
山
明
断
す

L
こ
子
官
制
せ
ん
正
し
た
が
、
解
決
ゼ
ぎ
り

L
も

ω
、
如
〈
.
文
化
人
年
以
後
小
前
白
姓
ご
二
十
数
軒
の
同
持
百

姓
ご
の
聞
に
高
制
面
倒
的

2

挙
が
超
ぅ
、

文
化
1
2
年
に
は
北
向
川
附
刷
新
聞
に
て
百
七
十
二
坪
施
設
叫
拡
百
)
弦
而

制
ご
し
た
が
、
天
保
三
年
削
替
の
か
己
き
に
は
上
畑
い
高
割
正
し
‘
残
俄
の
諸
問
地
荒
地
の
み
を
百
五
十
坪
宛
函
割
ご



す
る
如
き
ニ
正
も
行
は
れ
、
高
持
小
前
双
方
の
守
は
一
府
甚
L
〈、

一
方
防
総
隔
制
を
主
張
す
れ
ば
、
他
方
は
全

一
、
無
役
新
本
間
荒
地
之
備
は
銘
々
持
主
に
て
地
下
割
合
御
高
山
可
致
事

一
、
水
引
尚
之
供
は
右
地
下
制
白
羽
制
合
所
持
仕
諦
位
相
勤
巧
串
事

一
、
此
度
制
地
山
偽
は
内
川
M

品
川
川
内
村
六
一
旦
山
村
右
削
村
山
知
泊
附
醤
場
所
投
地
誠
卿
虫
草
立
の
場
所
迄
打
込
惣
区
別
心
内
岬
年
季
引
山
打
込
惣
咋
削

を
は
十
に
訓
告
、
二
分
五
匝
を
右
刷
年
季
引
市
山
分
、
制
内
制
民
総
川
地
叫
を
叫
引
謀
、
処
七
分
五
師
、
ニ
ッ
制
、
一
二
分
七
厘
五
毛
リ
心
品
村
法
泊
本

川
一
向
に
て
訓
告
、
品
目
る
三
分
じ
臨
一
力
毛
惣
町
制
に
い
た
し
、
克
地
問
普
謀
下
位
守
も
有
之
似
に
付
、
川
刊
誌
を
川
泊
不
足
知
之
成
、
小

J

刷
物
代
立
什

ι

」
、
制
地
致
世
、
番
附
池
嗣
而
前
日
帆
銘
々
御
前
制
令
引
耐
可
申
供
。
然
る
上
は
右
仰
向
に
掛
り
御
年
】
U
御
l
納
相
勤
可
申
拡
(
下
時
)

↑
、
耐
削
新
川
の
偶
は
引
火
村
b
排
品
加
入
別
得
川
蹴
此
戊
御
上
比
陥
別
の
は
制
憐
酪
内
出
仰
付
故
人
立
入
地
所
分
制
等
も
川
田
て
此
尚
銘
々
耐
削
に
相

此
供
上
は
徒
恥
何
政
難
雄
山
車
似
凶
も
布
地
所
目
儀
は
誠
波
え
は
立
前
八
日
町
杭
等
に
も
既
〈
相
除
躍
佐
々
御
百
刈
取
縦
地
所
に

H
川
中
市
引

部
高
制
正
せ
ん
正
一
市
ふ
る
有
徒
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
同
年
奉
行
所
の
吟
味
に
よ
り
、

ご
し
て
解
決
を
告
け
た
。
郎
も
天
保
三
年
で
は
地
割
総
面
積
を
十
ご
す
れ
ば
、
そ
の
中
三
分
七

M
五
毛
は
面
倒
正

L
て
村
民
に
手
等
に
分
配
せ
ら
る
、
こ
正
、
な
っ
た
。
然
る
に
明
治
六
年
の
文
書
で
は

宇
北
向
川
原
沖

字
回
向
川
原
仲

一
、
高
七
十
三
石
五
斗
九
升

村

此
訓
A
A
H

査
制
六
分
者
一
品
制
、
残
り
入
制
川
分
布
、
下
分
品
訓
、
成
田
'
中
分
者
村
巾
向
山
口
抗
大
小
に
不
州
粁
川
に
制
合
引
供
。
(
下
時
)

ご
ゐ
る
か
ら
天
保
三
年
ゆ
決
定
り
絞
、
市
叶
び
高
制
五
分
人
即
、
而
制
は
問
分
二
一
胆
古
な

b
、
面
制
の
歩
合
は
一
見
に

増
加

L
た
の
で
あ
る
o

然
[
猶
之
に
満
足
ぜ
宇
最
近
に
は
全
部
而
制
ご
し
、
五
ゲ
年
以
上
岡
村
に
居
住
せ
る
も
の

詑

苑

長
野
腕
下
に
於
吋
る
地
削
山
闘
行

ML
二
十
二
血
管

(
品
」
ハ
腕

A

四
九
)
一

O
ニ
九



品

手H

長
野
版
下
に
於
け
る
地
割
自
僧
行

第
二
十
二
審

(
弟
大
腕
一
五

C
)

O 

Eコ

は
面
倒
を
受
く
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